
豊
前
豊
後
国
神
社
宝
物
古
器
古
文
書

　
　
　
　
　
　
取
調
か
ら
見
た
神
官
の
動
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
部
　
光
　
瑞

は
じ
め
に

　
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
が
、
明
治
四
年
五
月
二
三
日
に
太
政
官
第

二
五
一
号
で
布
告
さ
れ
た
。
大
分
県
も
神
社
の
宝
物
調
査
の
た
め
明
治

コ
ー
年
六
月
二
七
日
庶
達
第
五
四
号
社
寺
宝
物
古
文
書
云
々
で
郡
役

所
・
町
村
役
所
・
祠
官
掌
・
寺
院
住
職
に
対
し
通
達
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
社
寺
宝
物
古
文
書
等
ハ
永
遠
保
存
可
致
筈
二
有
之
就
イ
テ
ハ
今

　
　
般
内
務
省
ヨ
リ
遠
之
次
第
有
之
候
條
管
内
県
社
以
下
神
社
並
寺
院

　
　
共
所
蔵
之
宝
物
古
器
物
古
文
書
等
別
紙
書
式
二
照
準
取
調
本
年
七

　
　
月
中
所
管
郡
役
所
へ
可
差
出
郡
役
所
二
於
テ
八
部
内
取
纏
メ
篤
卜

　
　
調
査
ノ
上
添
書
ヲ
以
寺
院
ハ
宗
派
分
同
八
月
限
り
当
庁
へ
可
届
出

　
　
此
旨
相
達
候
事
（
以
下
略
）
ｍ

こ
の
時
期
は
、
明
治
維
新
直
後
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
る
廃
仏
殿
釈
の

行
為
に
よ
り
、
歴
史
あ
る
神
社
や
寺
院
の
仏
像
、
古
文
書
、
建
造
物
、

美
術
品
な
ど
の
文
化
財
が
破
壊
さ
れ
た
り
売
ら
れ
た
り
し
た
。
日
本
古

来
の
伝
統
文
化
が
、
軽
視
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
文
化
財
の
散
逸
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
明
治
政
府
は
、

太
政
官
布
告
を
出
し
て
古
器
旧
物
の
目
録
作
り
を
始
め
た
。

　
大
分
県
が
宝
物
に
つ
い
て
調
査
し
た
明
治
一
三
年
の
報
告
書
は
、
「
豊

前
豊
後
国
神
社
宝
物
古
器
古
文
書
取
調
」
と
「
宇
佐
・
西
寒
多
両
神
宮

宝
物
目
録
」
の
二
冊
が
あ
る
。

　
豊
前
豊
後
国
神
社
宝
物
古
器
古
文
書
取
調
に
は
、
県
社
以
下
一
九
三

社
の
宝
物
が
神
社
毎
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
神
社
の
神
官
の
資

格
（
肩
書
）
は
、
祠
掌
教
導
職
試
補
、
祠
官
少
講
義
、
祠
宮
中
講
義
や

旧
祠
掌
権
訓
導
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
人
の
神
官
が
郷
社
と
村

社
の
関
係
で
兼
ね
る
の
で
は
な
く
数
箇
所
の
神
社
を
掛
け
持
ち
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
こ
で
は
、
恒
速
見
郡
に
つ
い
て
見
る
と
二
五
の
神
社
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
、
祠
官
権
少
講
義
杉
原
勝
定
か
五
社
を
兼
ね
て
い

る
、
な
ぜ
兼
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
い
か
な
る
役
割

を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
ず
、
明
治
維
新
当
時
の
時
代
背
景
を
述
べ
な
が
ら
問
題
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。
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一
　
宝
物
調
査
の
通
達
が
出
さ
れ
た
背
景

　
慶
応
四
年
三
月
一
三
日
の
太
政
官
布
告
に
よ
り
、
明
治
政
府
は
、
王

政
復
古
・
祭
政
゛
一
致
・
神
祇
官
の
再
興
の
方
針
（
理
念
）
が
出
さ
れ
、

全
国
の
神
社
、
神
職
が
神
祇
官
へ
の
付
属
と
な
っ
た
。

　
こ
の
布
告
以
降
、
同
月
一
七
日
の
神
祇
事
務
局
よ
り
諸
社
へ
の
達
で
、

諸
国
大
小
神
社
の
社
僧
の
復
職
令
が
出
さ
れ
、
神
主
や
社
人
と
な
っ
た
。

同
月
二
八
日
の
太
政
官
布
告
に
よ
る
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
た
。
さ
ら

に
四
月
二
四
日
に
は
、
今
ま
で
仏
像
を
ご
神
体
と
し
て
い
た
の
を
禁
止

す
る
菩
薩
号
の
廃
止
令
が
出
さ
れ
、
八
幡
大
神
と
唱
え
る
よ
う
通
達
が

出
さ
れ
た
。
神
仏
分
離
令
と
菩
薩
号
の
廃
止
令
の
二
つ
の
布
告
が
廃
仏

殿
釈
運
動
の
根
拠
と
な
っ
た
。
慶
応
四
年
三
月
二
八
日
の
神
仏
分
離
令

が
出
さ
れ
る
と
、
廃
仏
殿
釈
が
起
こ
り
各
寺
院
や
神
社
で
社
僧
と
社
人

と
の
間
で
激
し
い
争
い
が
起
き
て
き
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
安
丸
良
夫

氏
は
、
「
神
々
の
明
治
維
新
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
一
般
的

に
い
っ
て
、
江
戸
時
代
の
大
き
な
神
社
に
は
、
社
僧
な
ど
僧
侶
身
分
の

も
の
と
、
社
司
・
神
主
・
禰
宜
・
社
人
な
ど
神
職
身
分
の
も
の
と
が
い

た
が
、
僧
侶
身
分
の
も
の
が
上
位
に
た
ち
、
神
職
身
分
の
も
の
は
そ
の

順
使
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
が
通
例
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
後
期

に
な
る
と
、
神
道
思
想
や
国
体
思
想
が
勢
力
を
強
め
る
中
で
、
こ
う
し

た
状
況
に
対
す
る
神
職
身
分
の
も
の
の
不
平
が
高
ま
り
、
両
者
の
軋
榛

が
し
だ
い
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
」
こ
の
様
に
、
混
乱
の
兆
し
が

見
え
始
め
て
い
た
。

そ
の
争
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
す

る
。
師

　
　
慶
応
四
年
四
月
一
〇
日
太
政
官
第
二
二
六
号

　
　
諸
国
大
小
之
神
社
中
仏
像
ヲ
以
テ
神
体
卜
致
シ
又
八
本
地
杯
ト
唱

　
へ
仏
像
ヲ
社
前
二
掛
或
ハ
鰐
口
梵
鐘
仏
具
等
差
置
候
分
ハ
早
々
取
除

　
相
改
可
中
旨
過
日
被
　
仰
出
候
然
ル
処
旧
来
社
人
僧
侶
不
相
善
氷
炭

　
之
如
ク
候
二
付
今
日
二
至
り
社
人
共
俄
二
威
厳
ヲ
得
陽
二
御
趣
意
ト

　
称
シ
実
ハ
私
憤
ヲ
斉
シ
候
様
之
所
業
出
来
候
テ
ハ
御
政
道
ノ
妨
ヲ
生

　
シ
候
而
巳
ナ
ラ
ス
紛
擾
ヲ
引
起
可
中
ハ
必
然
二
候
左
様
相
成
候
テ
ハ

　
実
二
不
相
済
儀
二
付
厚
令
顧
慮
穏
二
取
扱
ハ
勿
論
僧
侶
共
二
至
り
候

　
テ
モ
生
業
ノ
道
ヲ
可
失
益
国
家
之
御
用
相
立
候
様
且
神
社
中
二
有
之

　
候
仏
像
仏
具
取
除
候
分
タ
リ
ト
モ
ー
々
取
計
向
伺
出
御
指
図
可
受
候

　
若
以
来
心
得
違
致
シ
粗
暴
ノ
振
舞
等
有
之
ハ
屹
度
曲
事
可
被
　
仰
付

　
候
事
（
以
下
略
）

　
こ
の
布
告
で
は
、
慶
応
四
年
三
月
二
八
日
に
神
仏
分
離
令
を
出
し
た

事
が
書
か
れ
、
分
離
令
を
出
し
た
事
に
よ
り
、
昔
か
ら
社
人
と
僧
侶
（
こ

こ
で
は
社
僧
の
こ
と
）
は
仲
が
悪
い
、
氷
炭
（
二
つ
の
も
の
の
性
質
が

正
反
対
で
調
和
す
る
こ
と
が
な
い
た
と
え
。
）
の
状
態
で
今
日
に
至
っ
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て
い
る
、
分
離
令
が
出
さ
れ
る
と
社
人
は
分
離
の
行
使
を
政
府
の
お
墨

付
き
を
得
た
と
思
い
廃
仏
殿
釈
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
実
は
社
人

が
今
ま
で
の
僻
憤
を
晴
ら
す
振
舞
で
あ
る
。
こ
の
様
な
行
為
は
、
御
政

道
の
妨
げ
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
世
の
中
が
乱
れ
も
め
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
様
に
な
っ
て
は
中
し
訳
な
い
。
こ
の
行
為
を
心
配
し
て
い
る
。

神
仏
分
離
の
施
行
は
穏
や
か
に
取
扱
う
事
。
ま
た
、
神
社
の
中
の
仏
像
、

仏
具
を
取
り
除
く
際
は
一
々
伺
い
を
出
せ
と
指
示
し
た
の
に
社
人
が
心

得
違
い
を
し
て
い
る
。
粗
暴
の
振
舞
い
を
行
え
ば
必
ず
処
罰
さ
れ
る
だ

ろ
う
と
神
仏
分
離
令
の
実
施
を
慎
重
に
す
べ
き
と
の
令
を
出
し
て
い
る
。

　
慶
応
四
年
三
月
二
八
日
の
太
政
官
布
告
は
、
神
社
内
の
仏
具
類
を
取

り
除
け
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
寺
院
の
廃
止
が
行
わ
れ
て

い
た
地
域
も
あ
る
。
ま
た
、
慶
応
四
年
間
四
月
フ
九
日
神
祇
事
務
局
よ

り
諸
国
神
職
へ
達
で
神
職
と
そ
の
家
族
は
神
葬
祭
に
改
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
た
結
果
、
仏
像
、
仏
具
類
の
焼

却
・
打
壊
し
・
売
却
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
に
は
現
在
で
は
国
宝
級
の
も

の
も
有
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
廃
寺
も
実
施
さ
れ
た
伊
勢
山
田

の
例
を
見
る
と
知
事
が
「
川
内
神
領
地
内
は
佛
葬
を
禁
止
し
、
神
葬
祭

に
す
べ
し
と
の
令
を
出
し
、
各
寺
共
寺
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
即
今
廃
寺
を
願
い
出
て
還
俗
す
る
者
は
、
身
分
は

士
族
に
し
、
そ
の
寺
院
に
属
す
る
堂
塔
等
の
建
造
物
及
び
什
器
は
、
悉

く
皆
そ
の
住
僧
の
所
持
に
帰
す
る
」
③
と
述
べ
て
い
る
。

　
神
社
は
、
明
治
に
な
り
仏
像
及
び
仏
具
類
を
撤
去
さ
れ
た
。
そ
の
為

江
戸
時
代
ま
で
は
諸
大
名
等
か
ら
の
祈
祷
料
も
入
っ
て
い
た
が
そ
れ
も

入
ら
な
く
な
っ
た
。
明
治
維
新
に
な
り
神
仏
分
離
政
策
に
よ
り
財
政
的

に
も
苦
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
治
六
年
六
月
神
官
奉
務
規
則
第
ハ
に
「
一
社
所
蔵
ノ
宝
物
什
器
及

ヒ
古
文
書
類
等
之
ヲ
監
護
シ
テ
散
逸
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
㈲

　
以
上
の
事
に
よ
り
神
社
や
寺
院
の
宝
物
が
散
逸
す
る
の
を
危
惧
し
た

政
府
が
宝
物
調
査
の
通
達
を
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
神
官
と
教
導
職

　
一
で
述
べ
た
よ
う
に
明
治
初
期
は
、
神
仏
分
離
政
策
の
通
達
が
次
々

と
出
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
三
月
一
四
日
に
教
部
省
が
国

民
教
化
の
た
め
、
教
導
職
制
度
を
作
っ
た
。

　
調
査
書
の
神
官
の
肩
書
に
な
っ
て
い
た
教
導
職
試
補
、
少
講
義
や
権

訓
導
は
教
導
職
の
職
名
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
明
治
一
七
年
ま
で
続

い
た
。

　
明
治
五
年
八
月
八
日
太
政
官
第
二
二
〇
号
に
よ
り
、
神
官
す
べ
て
が

教
導
職
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
六
年
六
月
の
神
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官
奉
務
規
則
第
四
に
「
神
官
ハ
教
導
職
ヲ
兼
任
ス
」
と
な
っ
て
い
る

が
、
神
官
で
あ
れ
ば
、
全
員
教
導
職
に
任
命
さ
れ
た
の
か
疑
問
が
の
こ

る
。
㈲
　
　
　
　
・

　
こ
こ
に
面
白
い
通
達
が
あ
る
、
明
治
六
年
一
二
月
七
日
第
三
三
号
数

部
省
公
布
に
よ
れ
ば
、
神
官
で
教
導
職
に
付
く
者
が
少
な
い
、
よ
っ
て

官
国
幣
社
長
次
官
へ
推
薦
す
る
よ
う
に
、
教
導
の
任
に
堪
え
る
者
ま
た
、

教
導
職
に
付
い
て
も
差
し
支
え
な
い
者
は
そ
の
つ
ど
精
選
し
て
任
命
す

る
と
な
っ
て
い
る
。
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
こ
の
通
達
を
受
け
て
、
大
分
県
の
場
合
明
治
六
年
コ
ー
月
二
三
日
西

寒
多
神
社
宮
司
兼
大
講
義
物
集
高
世
・
同
権
宮
司
兼
権
大
講
義
清
原
宣

道
の
名
で
、
県
社
以
下
祠
官
掌
の
人
選
は
雛
形
の
具
状
で
推
薦
す
る
と

な
っ
て
い
る
。
㈲

　
そ
の
後
、
明
治
九
年
三
月
三
〇
日
数
部
省
達
で
教
導
職
試
補
以
上
で

な
い
者
を
祠
官
掌
に
申
し
付
け
た
場
合
は
、
直
ち
に
本
人
よ
り
教
導
職

に
就
く
よ
う
部
管
長
へ
申
し
出
る
事
と
な
っ
た
。
巾

　
こ
れ
を
受
け
、
大
分
県
も
明
治
九
年
五
月
五
日
庶
第
五
〇
号
で
同
趣

旨
の
達
を
出
し
て
い
る
。
㈲

　
以
上
が
教
導
職
と
神
官
の
関
係
の
通
達
で
あ
る
が
、
明
治
四
年
七
月

四
日
太
政
官
第
三
二
Ｉ
号
の
郷
社
定
則
を
見
る
と
、
郷
社
の
社
職
は
祠

官
、
村
社
の
社
職
は
祠
掌
と
な
っ
て
い
る
。
㈲

ｉ

　
こ
の
通
達
を
見
る
と
、
明
治
五
年
八
月
太
政
官
第
二
二
〇
号
の
通
達

時
の
神
官
は
、
何
処
か
の
神
社
を
受
け
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ

の
神
社
に
は
す
で
に
社
格
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
当
然
、
神
官
の
格
（
祠

官
か
祠
掌
）
も
決
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
神
官
の
給
料
は
明
治
五
年
二
月
二
五
日
、
太
政
官
第
五
八
号
に
よ
り

「
官
社
以
下
神
官
給
禄
」
が
制
定
さ
れ
、
官
国
幣
社
お
よ
び
府
県
社
の

神
官
の
給
与
は
国
か
ら
の
支
給
と
な
っ
た
。
し
か
し
郷
村
社
に
つ
い
て

は
、
「
郷
村
社
ノ
儀
ハ
官
幣
国
幣
府
県
社
ト
違
ヒ
民
費
ヲ
以
課
出
ノ
規

則
二
候
条
」
と
あ
る
。
こ
の
通
達
で
神
官
の
給
料
は
、
一
五
等
府
県
社

祠
官
五
両
、
等
外
二
等
府
県
社
祠
掌
三
両
二
分
、
等
外
一
等
郷
社
祠
官

四
両
、
等
外
三
等
郷
社
司
掌
三
両
と
定
め
ら
れ
た
。
皿
そ
の
後
、
明
治

六
年
太
政
官
第
六
七
号
で
郷
村
社
の
神
官
の
給
料
は
民
費
課
か
ら
の
支

出
を
廃
止
さ
れ
た
。
皿
明
治
六
年
太
政
官
第
二
七
七
号
で
府
県
社
の
神

官
の
給
料
は
、
国
か
ら
の
支
出
を
廃
止
さ
れ
郷
社
と
同
様
に
人
民
の
信

仰
に
任
せ
る
と
な
っ
た
。
皿
大
分
県
は
明
治
六
年
一
〇
月
一
四
日
、
「
甲

第
四
号
祠
官
祠
掌
月
給
廃
止
ノ
布
達
」
で
民
費
課
か
ら
の
支
出
を
廃
止

し
人
民
の
信
仰
帰
依
に
任
せ
ら
れ
た
為
べ
郷
村
社
の
運
営
は
厳
し
い

上
、
神
官
の
生
活
も
経
済
的
に
苦
し
く
な
っ
た
。

次
の
よ
う
な
奉
建
言
之
記
を
県
に
提
出
し
窮
状
を
訴
え
て
い
る
。
�
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奉
建
言
之
記

　
郷
村
社
二
祠
官
祠
掌
ヲ
置
ハ
ー
小
区
戸
数
僅
三
四
百
二
シ
テ
二
三

ノ
神
官
ア
リ
戸
数
僅
ノ
小
区
へ
数
名
ノ
神
官
在
テ
ハ
実
二
其
報
給
ヲ

以
テ
ー
己
ノ
食
ト
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ノ
ミ
欺
一
ノ
祭
服
ヲ
製
ス
ル
モ

亦
難
イ
如
此
信
仰
ノ
薄
キ
報
給
ノ
鮮
キ
モ
必
意
短
才
加
之
不
勉
勣
ヨ

り
出
ル
處
ト
難
モ
其
情
実
二
至
テ
ハ
彼
枝
ヲ
折
ノ
類
二
非
ス
シ
テ
泰

山
を
挟
テ
北
海
ヲ
越
ル
ノ
類
タ
リ
ロ
澗
然
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
仰

亦
教
導
ヲ
布
カ
ン
ト
欲
ス
レ
ハ
神
官
拝
命
後
三
四
歳
ヲ
経
ル
ト
難
モ

未
教
導
職
試
補
ニ
モ
拝
命
セ
サ
ル
微
力
薄
識
魯
鈍
ノ
神
官
ノ
ミ
吾
輩

則
其
壱
人
タ
リ
然
シ
テ
前
件
ノ
困
難
重
畳
セ
ハ
遂
二
方
向
ヲ
他
二
転

ス
ル
ニ
至
ラ
ム
如
此
ノ
景
況
ニ
テ
ハ
漸
ク
神
官
ノ
種
子
蓋
シ
書
ン
ト

ス
ル
故
二
先
戸
数
凡
六
七
百
戸
二
Ｉ
員
ノ
神
官
ト
定
額
セ
ハ
其
報
給

ヲ
以
テ
未
夕
妻
子
ヲ
養
ウ
ニ
足
ラ
ス
ト
雖
モ
ー
己
其
職
二
従
事
ス
ル

事
ヲ
得
ヘ
シ
果
シ
テ
然
ラ
ハ
其
寅
功
又
旱
ル
ヘ
キ
欺
夫
ノ
神
祭
数
名

ヲ
要
ス
ヘ
キ
時
ハ
隣
各
区
神
官
ト
戮
力
協
心
シ
テ
其
各
区
□
神
官
ハ

其
隣
各
区
ヲ
恰
モ
受
持
区
ノ
如
ク
ニ
協
カ
ノ
義
務
ヲ
書
シ
テ
最
寄
□

教
場
或
ハ
会
議
所
ヲ
設
ケ
取
締
等
ヲ
置
勤
惰
ヲ
責
ル
ノ
法
ヲ
厳
ニ
シ

専
ラ
其
職
ヲ
奮
勉
奨
励
サ
セ
ナ
ハ
神
事
教
導
ヲ
振
起
ス
ル
ノ
基
礎
是

二
於
テ
立
ヘ
キ
欺
縦
令
俊
才
英
知
ノ
人
ヲ
援
用
サ
レ
ン
モ
此
外
ヲ
出

サ
ル
ヘ
シ
ト
思
ヘ
リ
右
ハ
追
日
区
書
ノ
御
変
革
モ
可
被
仰
出
成
り
井

　
蛙
ノ
管
見
ヲ
謹
述
ス
乞
フ
願
ク
ハ
上
裁
有
ラ
ン
事
ヲ
誠
惶
誠
恐
頓
首

　
九
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
大
区
十
二
小
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
男
霜
凝
日
子
麓
社
祠
官

　
　
明
治
十
年
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
南
　
猛
　
⑩

　
　
大
分
県
権
令
香
川
真
一
殿

　
　
戸
第
七
百
十
号

　
　
書
面
之
趣
者
他
日
之
参
考
二
供
可
候
事

　
　
　
　
　
明
治
十
年
二
月
十
九
日
　
　
　
香
川
権
令

　
ま
た
、
明
治
一
〇
年
一
一
月
九
日
二
大
区
神
道
事
務
支
局
詰
杉
原
勝

定
か
ら
大
分
県
下
神
道
事
務
分
局
宛
に
「
神
官
報
給
歎
願
御
取
計
願
」

が
出
さ
れ
、
最
早
無
給
に
て
三
・
四
ヵ
年
間
も
奉
職
罷
在
難
渋
仕
候
と

あ
る
。
叩
　
　
‘

　
前
後
す
る
が
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
報
給
の
少
な
い
神
官
が
無
報
酬
の

教
導
職
に
任
命
さ
れ
て
も
忙
し
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

教
導
職
を
希
望
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
明
治
六
年
第

百
二
号
数
部
省
の
通
達
が
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
も
教
導
職
に
就
こ
う
と
す
る
神
官
が
少
な
か
る
た
た
め
、
明

治
九
年
三
月
三
〇
日
の
通
達
の
よ
う
に
教
導
職
に
任
命
さ
れ
な
い
者

は
、
郷
社
や
村
社
の
祠
官
掌
に
推
薦
し
な
い
と
い
う
半
ば
強
制
し
て
教
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導
職
に
就
か
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
治
五
年
三
月
一
四
日
神
祇
省
を
廃
止
し
て
軟
部
省
を
設
置
し
、
四

月
二
二
日
従
前
の
宣
軟
便
を
廃
し
て
、
教
導
職
を
設
け
、
そ
の
等
級
を

一
四
等
級
と
し
た
。
教
導
職
一
四
級
の
う
ち
省
が
直
接
任
命
す
る
の
は

六
級
以
上
で
、
七
級
以
下
は
各
管
長
推
薦
で
あ
っ
た
。
教
導
職
は
全
て

無
俸
給
で
、
官
吏
待
遇
が
与
え
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
（
明
治
官

制
辞
典
）

　
明
治
史
要
附
録
概
表
明
治
七
年
一
二
月
か
ら
の
官
肘
の
教
導
職
を
見

る
と
、
大
数
正
は
勅
任
二
等
、
権
大
数
正
は
勅
任
三
等
で
以
下
権
訓
導

（
教
導
職
一
四
級
試
補
）
は
判
任
一
五
等
に
準
じ
て
い
る
。
一
方
府
県

社
の
祠
官
は
判
任
一
五
等
、
郷
社
の
祠
官
は
等
外
一
等
、
府
県
社
の
祠

掌
は
等
外
二
等
、
郷
社
の
祠
掌
は
等
外
三
等
と
な
っ
て
い
る
。
皿
教
導

職
は
無
俸
給
で
官
吏
待
遇
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
神
官
は
一

時
期
俸
給
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
も
、
明
治
回
一
年
一
一
月
一
一

日
太
政
官
第
四
五
号
「
府
県
社
以
下
祠
官
祠
掌
ノ
等
級
ヲ
廃
シ
身
分
取

扱
ハ
ー
寺
住
職
同
様
タ
ル
ヘ
シ
此
旨
相
達
候
事
」
と
な
り
祠
官
掌
も
官

吏
か
ら
外
さ
れ
た
。
㈲

三
　
神
官
と
撰
挙
願

　
明
治
一
三
年
の
豊
前
豊
後
国
神
社
宝
物
古
器
古
文
書
取
調
は
、
明
治

回
一
年
に
県
に
提
出
さ
れ
た
目
録
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
神
官
の
肩
書
が
旧
祠
官
掌
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
明
治
四
年
太
政
官
第
三
二
Ｉ
号
に
よ
り
神
官
と
し
て
の
格
が
与

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
明
治
九
年
数
部
省
通
達
以
降
、
教

導
職
に
任
命
さ
れ
て
も
新
た
に
祠
官
掌
に
な
る
た
め
に
は
祠
官
掌
撰
挙

願
を
出
し
て
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
次
の
統
計
表
を
見

る
と
明
治
コ
ー
年
だ
け
神
官
数
が
少
な
い
。
皿

　
　
明
治
一
一
年
大
分
県
統
計
表
（
県
郷
村
社
の
み
、
以
下
同
じ
）

　
　
　
　
神
官

　
　
　
　
　
祠
官
　
　
七
六
人

　
　
　
　
　
祠
掌
　
三
三
九
人

　
　
　
　
　
　
計
　
四
一
五
人

　
　
　
　
教
導
職

　
　
　
　
　
数
正
　
　
　
二
人

　
　
　
　
　
講
義
　
　
三
三
人

　
　
　
　
　
訓
導
　
　
七
三
人

　
　
　
　
　
試
補
　
二
六
一
人

　
　
　
　
　
　
計
　
三
六
九
人

　
　
明
治
回
一
年
大
分
県
統
計
表

　
　
　
　
神
官
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祠
官

　
祠
掌

　
　
計

教
導
職

　
教
正

　
講
義

　
訓
導

　
一
三
人

回
ご
二
人

コ
二
六
人

　
二
人

五
〇
人

八
三
人

　
　
　
試
補
　
三
四
八
入

　
　
　
　
計
　
四
八
三
人

明
治
一
三
年
大
分
県
統
計
表

　
　
神
官

響
　
祠
掌

　
　
計

教
導
職

　
教
正

　
七
〇
人

三
四
四
人

四
一
四
人

二
人

講
義
　
　
四
一
人

訓
導
　
　
八
一
人

試
補
　
三
〇
五
人

　
計
　
四
二
九
人

明
治
一
四
年
大
分
県
統
計
表

　
　
　
　
神
官

　
　
　
　
　
祠
官
　
　
六
五
人

　
　
　
　
　
祠
掌
　
三
六
四
人

　
　
　
　
　
　
計
　
四
二
九
人

　
　
　
　
教
導
職

　
　
　
　
　
教
正
　
　
　
二
人

　
　
　
　
　
講
義
　
　
五
三
人

　
　
　
　
　
訓
導
　
　
八
〇
人

　
　
　
　
　
試
補
　
二
七
九
人

　
　
　
　
　
　
計
　
四
一
四
人

　
こ
こ
に
三
通
の
祠
官
掌
撰
挙
願
が
有
る
。
一
通
は
明
治
一
三
年
豊
前

豊
後
国
神
社
宝
荊
古
器
古
文
書
取
調
の
中
の
速
見
郡
平
道
村
の
八
坂
神

社
の
項
で
神
官
の
肩
書
が
旧
祠
掌
教
導
職
試
補
と
な
っ
て
い
る
土
屋
範

二
が
、
投
票
に
よ
っ
て
Ｉ
〇
社
の
祠
掌
に
撰
挙
さ
れ
た
の
で
村
社
司
掌

撰
挙
状
を
提
出
し
た
控
え
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
教
導
職
と
記
載
さ

れ
て
い
る
の
で
す
で
に
教
導
職
に
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
明
治
一
二
年
五
月
三
一
日
付
）
皿
二
通
目
は
、
同
取
調
の
朝
見
神
社

の
項
で
神
官
の
肩
書
が
旧
祠
掌
試
補
と
な
っ
て
い
る
神
守
男
は
、
神
官

と
し
て
教
導
職
試
補
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
皿
、
新
た
に
村
社
八
幡
朝

－57－



見
神
社
外
五
社
の
祠
掌
に
就
任
す
る
た
め
、
県
か
ら
許
可
さ
れ
る
よ

う
祠
掌
撰
挙
願
を
提
出
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
（
明
治
コ
二
年
三
月

三
一
目
付
）
皿
　
’

三
通
目
は
、
一
通
目
と
同
じ
土
屋
範
二
が
郷
社
八
幡
竃
門
神
社
の
祠
官

に
就
任
す
る
為
の
撰
挙
願
で
あ
る
。
こ
の
撰
挙
願
に
教
導
職
と
記
載
さ

れ
て
お
り
す
で
に
教
導
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
神
官
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
（
明
治
コ
二
年
三
月
付
）
皿

　
こ
れ
ら
の
撰
挙
状
は
、
明
治
一
二
年
三
月
二
二
日
「
庶
布
弐
貳
号
祠

官
掌
撰
挙
方
布
達
」
に
よ
り
今
ま
で
県
郷
村
社
の
祠
官
掌
に
任
命
さ
れ

て
い
た
神
官
の
格
が
廃
止
と
な
り
、
新
た
に
県
郷
村
社
の
祠
官
掌
に
就

任
す
る
た
め
に
は
、
県
郷
村
社
祠
官
掌
撰
挙
方
規
則
に
則
り
撰
挙
状
を

提
出
し
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
四

　
大
分
県
統
計
表
と
上
記
三
通
の
祠
官
掌
撰
挙
願
か
ら
考
え
る
と
、
明

治
一
一
年
の
神
官
数
は
祠
官
掌
を
合
せ
て
四
一
四
人
で
あ
る
が
、
明
治

一
二
年
の
神
官
数
は
祠
官
掌
を
合
せ
て
一
三
六
人
と
三
分
の
一
に
減
っ

て
い
る
。
一
方
教
導
職
は
逆
に
約
一
一
四
名
増
え
て
い
る
こ
れ
は
明
治

九
年
数
部
省
通
達
に
よ
る
影
響
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
ま
だ
神
官
の
数
と
教
導
職
の
数
を
比
較
し
て
み
る
と
神
官
の
数
が

多
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
明
治
一
一
年
以
前
に
各
神
社
の
祠
官
掌
に
任
命
さ
れ
て
い
た
神
官

は
、
明
治
回
一
年
再
度
撰
挙
状
を
神
道
事
務
分
局
を
通
じ
県
に
提
出
し

任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
四
そ
の
た
め
、
明
治
一
二
年
の

神
官
数
は
任
命
さ
れ
た
祠
官
掌
が
ま
だ
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
明
治
一
三
年
を
見
る
と
神
官
数
は
明
治
一
一
年
と
ほ
ぼ

同
数
で
教
導
職
が
約
五
〇
人
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
明
治
九

年
数
部
省
通
達
に
よ
る
効
果
が
有
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
明
治
一
三
年
の
豊
前
豊
後
国
神
社
宝
物
古
器
古
文
書

取
調
の
神
官
の
肩
書
が
旧
祠
官
掌
と
な
っ
て
い
る
の
は
ま
だ
再
任
さ
れ

て
い
な
い
神
官
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

四
　
県
郷
村
社
の
神
官
配
置

　
明
治
四
年
七
月
の
郷
社
則
定
に
郷
社
に
は
祠
官
を
村
社
に
は
祠
掌
を

配
置
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
大
分
県
の
神
官
の
配
置
状
況
は
、
大
分
県

統
計
表
で
見
る
事
が
出
来
る
。

　
大
分
県
統
計
表
で
、
神
社
数
と
神
官
数
を
見
て
み
る
と
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
鯛

明
治
一
一
年

　
　
　
県
社

　
　
　
郷
社

　
社
数

　
　
七

一
二
〇

六
二

祠
掌

一
三

五
三
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村
社

　
　
　
合
計

明
治
一
二
年

　
　
　
県
社

　
　
　
郷
社

　
　
　
村
社

　
　
　
合
計

明
治
一
三
年

　
　
　
県
社

　
　
　
郷
社

　
　
　
村
社

　
　
　
合
計

明
治
一
四
年

一
。
七
六
八

一
。
八
九
五

　
　
　
　
九

　
　
一
二
〇

一
。
七
二
六

一
。
八
五
五

　
　
　
　
一
　
一

　
　
一
　
こ
一

一
。
六
六
七

一
。
七
九
一

一

一

一

一

１．

／へ

村
社
　
　
一
。
六
八
三

合
計
　
　
一
。
八
一
〇

　
七

七
五

二
七
三

三
三
九

　　　一九　　三〇九四

　　　一一

○○

一

一

一一

一

一

一

一一

一

一

一

五
九

七
〇二

　
八

五
五

　
二

六
五

　
二
二

三
一
〇

三
四
四

　
一
二

　
二
九

三
二
二

三
六
三

　
大
分
県
で
は
、
県
郷
村
社
の
格
付
け
を
す
る
丁
万
、
各
神
社
に
神
官

を
配
置
す
る
措
置
を
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
統
計
表
を
見
る

限
り
神
社
数
と
神
官
数
と
の
開
き
が
あ
り
す
ぎ
る
。
明
治
こ
一
年
を
見

る
と
、
郷
社
の
祠
官
の
数
が
九
人
と
少
な
い
の
は
、
神
社
が
こ
Ｉ
〇
社

有
っ
て
九
人
の
祠
官
し
か
い
な
い
の
で
は
な
く
実
際
に
は
、
明
治
一
一

年
、
明
治
一
三
年
と
同
じ
位
の
祠
官
が
い
た
と
恵
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は

約
五
〇
人
の
祠
官
は
ど
う
し
て
い
た
か
と
考
え
る
と
、
明
治
一
二
年
の

祠
官
掌
撰
挙
方
布
達
に
よ
り
県
か
ら
ま
だ
祠
官
と
し
て
任
命
さ
れ
て
な

く
、
旧
の
資
格
（
祠
官
）
で
神
勤
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
治
コ
二
年
の
豊
前
豊
後
国
神
社
宝
物
古
器
古
文
書
取
調
を
見
る

と
、
一
人
の
神
官
が
数
社
の
神
官
を
兼
ね
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　
大
分
県
は
明
治
六
年
一
〇
月
四
日
に
祠
官
祠
掌
の
月
給
を
官
費
か
ら

の
支
出
を
廃
止
し
、
月
給
に
代
わ
る
も
の
は
人
民
の
信
仰
帰
依
に
任
さ

れ
た
。
こ
の
通
達
を
出
し
た
主
旨
は
、
住
民
が
神
社
を
崇
拝
し
神
社
の

運
営
等
に
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
節
が
み
え
る
。
そ
の
た
め
、
県

も
神
官
の
経
済
的
な
面
を
考
え
郷
社
、
村
社
の
数
と
神
官
の
数
を
合
わ

せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
県
は
人

民
の
信
仰
の
帰
依
と
言
っ
て
も
な
か
な
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

明
治
七
年
一
一
月
二
三
日
付
甲
一
一
二
号
「
敬
神
ノ
道
云
々
告
論
文
」

を
出
し
て
い
る
の
で
引
用
す
る
。

　
　
　
「
中
世
以
降
敬
神
ノ
道
廃
レ
シ
ヲ
御
維
新
以
来
古
ヘ
ニ
復
セ
ラ

　
　
レ
上
ミ
ハ
官
幣
国
幣
社
ヲ
始
メ
下
モ
府
県
郷
村
社
ヨ
リ
産
土
神
二

　
　
至
ル
迄
上
下
尊
崇
ノ
道
ヲ
被
為
尽
候
ハ
全
ク
無
究
ノ
神
恵
二
報
ヒ
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将
来
ノ
幸
福
ヲ
祈
り
過
害
ヲ
攘
ヒ
テ
人
民
ヲ
安
堵
ノ
域
二
置
セ
玉

ハ
ン
ト
ノ
朝
旨
ナ
ル
ヲ
中
ニ
ハ
心
得
違
ノ
者
ア
リ
テ
祭
祀
ノ
名
ヲ

瑕
り
演
劇
舞
踏
ヲ
事
ト
シ
衣
服
飲
食
家
業
ノ
怠
り
等
合
セ
テ
多
少

ノ
費
ア
ル
ヲ
ハ
少
シ
モ
厭
フ
心
ナ
キ
ハ
祭
儀
の
誠
ヲ
霊
ス
ヲ
知
ラ

サ
ル
ニ
似
タ
リ
随
テ
社
殿
修
繕
ヲ
疎
ニ
シ
寛
物
ヲ
納
レ
ス
或
ハ
神

官
ヲ
蔑
如
シ
テ
報
本
ノ
道
ヲ
モ
措
テ
問
ハ
サ
ル
ニ
至
ル
仰
神
化
ノ

ロ
妙
ハ
言
語
思
量
ノ
能
ク
及
フ
處
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
生
ト
シ
活
ケ
ル

者
誰
カ
此
神
明
ノ
恵
顧
ヲ
蒙
ラ
サ
ル
者
何
レ
カ
神
明
ノ
化
育
二
洩

ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
ヤ
故
二
神
徳
二
報
ヒ
其
冥
助
ヲ
請
フ
ハ
則
人
ノ
本

分
ナ
リ
故
二
朝
廷
ニ
ハ
推
古
ヨ
リ
天
神
地
祇
ヲ
祀
ラ
セ
ラ
レ
御
一

新
ノ
後
宮
国
幣
社
ノ
名
称
ヲ
置
セ
ラ
レ
世
ノ
為
二
禍
害
ヲ
攘
ヒ
人

民
ノ
為
二
洪
福
ヲ
祈
り
玉
ヒ
現
世
ノ
政
務
届
カ
セ
ラ
レ
サ
ル
所
ヲ

ハ
神
明
ノ
加
護
冥
助
ヲ
語
ヒ
玉
フ
万
民
モ
又
郷
村
二
氏
神
産
土
神

等
を
勧
請
シ
或
ハ
其
国
所
二
由
緒
勲
功
ア
ル
人
ノ
霊
ヲ
ヲ
モ
祭
リ

テ
災
難
を
攘
ヒ
幸
福
ヲ
祈
り
之
ヲ
祷
り
之
ヲ
祀
ル
必
ス
神
官
二
就

テ
神
明
二
上
告
ス
ル
ハ
世
人
ノ
皆
知
ル
處
子
ビ
ア
讐
ヘ
ハ
現
世
ノ

政
務
上
二
関
ス
ル
事
ハ
人
民
必
ス
其
廳
ノ
官
員
或
ハ
其
区
戸
長
二

就
テ
其
情
願
ヲ
政
府
二
上
達
ス
ル
ト
同
一
理
ニ
シ
テ
朝
廷
政
府
ヲ

設
ケ
官
省
使
府
県
ヲ
立
テ
夥
多
ノ
官
員
役
人
ヲ
置
テ
人
民
保
護
ノ

至
仁
ヲ
施
シ
玉
へ
八
万
民
之
二
貢
租
ヲ
納
メ
テ
具
恩
遇
二
報
ヒ
奉

　
　
ル
又
□
冥
ノ
神
府
ハ
我
レ
人
ノ
眼
二
見
ル
能
ハ
ス
ト
雖
モ
神
明
其

　
　
事
々
ヲ
持
分
ケ
サ
セ
人
民
化
育
ノ
冥
護
ヲ
垂
レ
玉
へ
八
万
民
又
此

　
　
恩
頼
二
酬
ユ
ル
ニ
誠
敬
ノ
道
ヲ
書
シ
社
殿
ノ
造
営
修
繕
ヨ
リ
祭
祀

　
　
ノ
費
用
寛
物
ヲ
納
ル
モ
亦
同
一
理
ナ
リ
然
レ
ハ
我
カ
災
難
ヲ
涙
ヒ

　
　
幸
福
ヲ
乞
フ
事
ヲ
依
頼
ス
ル
神
官
ニ
モ
又
官
員
報
謝
ノ
禧
ヲ
カ
ル

　
　
ヘ
カ
ラ
ス
故
二
区
戸
長
区
内
一
般
二
此
意
ヲ
説
諭
シ
至
誠
ノ
道
ヲ

　
　
尽
シ
テ
神
社
ノ
修
繕
営
造
ヨ
リ
祭
祀
ノ
費
用
又
神
官
ヘ
ノ
俸
給
等

　
　
粗
略
ノ
筋
無
之
様
能
々
協
議
セ
シ
メ
各
小
区
二
於
イ
テ
適
宜
ノ
方

　
　
法
見
込
ヲ
立
書
面
ヲ
以
テ
可
伺
出
此
旨
告
諭
二
及
候
事
」

　
こ
の
告
諭
で
人
民
の
信
仰
の
帰
依
を
説
明
し
神
官
の
給
料
や
神
社
の

修
理
費
を
地
区
民
が
持
つ
と
い
う
事
を
知
ら
し
め
て
い
る
。
鯛
　
こ
の

時
期
、
県
郷
村
社
の
神
官
の
給
料
的
な
も
の
は
夫
々
配
置
さ
れ
た
神
社

の
氏
子
か
ら
の
穀
物
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
穀
物
等
の
配
分
に
つ
い
て
の

苦
情
が
県
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
九
年
一
一
月
一
〇
日
付
「
庶
番

外
拾
貳
神
官
俸
給
等
云
々
達
」
で
、
本
年
当
庁
庶
番
外
七
で
祠
官
祠
掌

の
俸
給
分
与
目
安
の
通
達
を
だ
し
た
が
苦
情
が
あ
る
の
で
再
度
分
与
の

目
安
を
事
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
一
祠
宿
六

分
詞
掌
四
分
」
「
一
甲
乙
両
区
郷
社
兼
務
の
祠
官
は
各
小
区
よ
り
五
分

ず
つ
其
祠
掌
は
五
分
」
「
一
甲
区
郷
社
祠
官
に
て
乙
区
の
祠
掌
を
兼
務

す
る
も
の
は
甲
区
よ
り
五
分
乙
区
よ
り
三
分
甲
区
よ
り
甲
区
の
祠
掌
は
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五
分
乙
区
の
祠
官
は
七
分
」
等
二
〇
例
を
示
し
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
事
例
を
見
る
と
神
官
の
俸
給
の
配
分
の
難
し
さ
が
分
か
る
。
一
地

区
一
神
社
で
解
決
す
る
こ
と
が
難
し
く
県
に
伺
い
を
出
し
指
示
を
仰
い

で
い
る
理
由
が
分
か
る
。
し
か
し
、
配
分
は
難
し
い
が
祠
官
祠
掌
が
協

議
の
上
適
宜
分
配
し
て
も
よ
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
県
は

自
分
達
で
解
決
せ
よ
と
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
頭

お
わ
り
に

　
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
を
読
む
と
廃
仏
殿
釈
の
凄
ま
じ
さ
を

感
じ
る
。
明
治
政
府
は
、
神
職
に
よ
る
積
年
の
僻
憤
が
爆
発
し
仏
教
臭

い
も
の
を
ぶ
ち
壊
す
と
い
う
暴
力
的
行
為
に
随
分
頭
を
痛
め
た
こ
と
と

思
う
。
慶
応
四
年
四
月
太
政
官
第
二
二
六
号
の
通
達
を
出
し
、
神
仏
分

離
令
の
取
扱
を
慎
重
に
す
べ
き
と
の
令
を
出
し
た
が
、
そ
の
後
も
廃
仏

殿
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
政
府
は
、
歴
史
的
古
器
旧
物
が
多
く
失

わ
れ
る
こ
と
を
憂
い
古
器
旧
物
保
存
方
で
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

　
明
治
政
府
は
、
神
職
に
関
す
る
通
達
を
多
数
出
し
て
い
る
。
慶
応
四

年
三
月
太
政
官
布
告
で
神
祇
官
再
興
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
布
告

で
神
職
は
、
神
祇
官
の
附
属
に
な
っ
た
。

　
明
治
五
年
三
月
に
教
部
省
が
国
民
教
化
の
た
め
に
教
導
職
制
度
を

作
っ
た
。
明
治
五
年
八
月
教
部
省
第
二
二
〇
号
公
布
に
よ
り
、
神
官
す

べ
て
が
教
導
職
を
兼
任
す
る
と
な
っ
た
が
、
政
府
と
し
て
は
、
神
職
は

神
祇
官
の
附
属
で
あ
る
か
ら
全
員
が
教
導
職
に
就
任
す
る
と
安
易
に
考

え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
郷
村
社
の
神
官
の
生
活
は
苦
し

く
、
無
給
の
教
導
職
に
率
先
し
て
就
く
者
が
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、
教

導
職
に
任
じ
ら
れ
る
に
は
能
力
試
験
が
行
わ
れ
る
が
、
奉
建
言
之
記
に

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
薄
識
魯
鈍
の
神
官
も
居
た
。
そ
れ
で
も
意
欲
の

有
る
神
官
や
国
学
を
修
め
政
府
に
協
力
（
同
調
）
し
よ
う
と
い
う
神
官

は
積
極
的
に
教
導
職
に
就
い
て
県
か
ら
認
め
ら
れ
た
。

　
明
治
四
年
の
郷
社
則
定
で
郷
社
に
は
祠
官
を
村
社
に
は
祠
掌
を
置
く

と
定
め
ら
れ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
祠
官
掌
に
任
命
さ
れ
た
か
経
緯

が
分
か
ら
な
い
。
郷
社
則
定
を
読
む
と
「
村
社
ノ
氏
子
ハ
従
前
ノ
通
り

社
職
モ
又
従
前
ヅ
通
ニ
テ
是
ヲ
祠
掌
ト
ス
總
テ
郷
社
二
付
ス
」
と
有
り
、

慶
応
四
年
三
月
一
七
日
神
祇
事
務
局
達
で
社
僧
は
還
俗
し
神
勤
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
郷
社
則
定
か
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
た

だ
神
官
・
神
主
で
あ
っ
た
が
施
行
後
の
呼
名
が
祠
掌
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
明
治
六
年
四
月
一
二
日
に
管
内
新
旧
神
官
へ
達
シ
　
ー

　
　
　
管
内
大
小
ノ
神
社
祠
宮
司
掌
ヲ
除
ク
ノ
外
神
事
掛
り
等
申
付
置

　
　
候
者
共
詮
議
ノ
次
第
モ
有
之
悉
皆
差
免
候
尤
未
夕
何
等
ノ
処
分
モ

一
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無
之
旧
来
ノ
値
奉
仕
致
シ
居
候
旧
神
官
ノ
者
以
来
神
事
関
係
二
不

　
　
及
候
就
テ
ハ
従
前
引
受
ノ
神
社
神
具
井
附
属
ノ
書
類
等
巨
細
目
録

　
　
ヲ
以
テ
追
テ
新
任
ノ
神
官
へ
引
継
可
中
事
（
以
下
略
）

　
明
治
六
年
四
月
二
二
日
付
で
村
社
祠
掌
に
任
命
さ
れ
た
土
屋
内
彦
の

辞
令
が
有
る
が
何
処
の
村
社
の
祠
掌
に
な
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。
四
今

後
、
こ
の
辞
令
と
「
管
内
新
旧
神
官
へ
達
シ
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が

あ
る
か
調
査
し
て
み
た
い
。
明
治
一
二
年
「
祠
官
掌
撰
挙
方
布
達
」
に

よ
り
今
ま
で
県
郷
村
社
の
祠
官
掌
に
任
命
さ
れ
て
い
た
埴
‥
官
の
格
が
廃

止
に
な
り
、
新
た
に
祠
官
掌
に
な
る
に
は
、
氏
子
に
よ
る
撰
挙
で
選
ば

れ
た
神
官
を
区
戸
長
の
奥
印
を
押
し
た
撰
挙
状
を
県
に
提
出
し
て
任
命

さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
非
常
に
民
主
的
に
神
官
を
選
ん
で
い

る
事
が
分
か
っ
た
。
四

　
明
治
四
年
の
郷
社
則
定
に
よ
れ
ば
郷
社
に
は
祠
官
を
村
社
に
は
祠
掌

を
配
置
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
社
数
と
神
官
数
が
合
わ
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
。
県
郷
村
社
の
祠
官
掌
の
給
料
が
官
費
か
ら
の
支

出
が
廃
止
さ
れ
人
民
の
信
仰
の
帰
依
と
な
っ
た
た
め
、
複
数
の
神
社
を

兼
務
し
夫
々
の
神
社
か
ら
給
料
を
貰
わ
な
け
れ
ば
神
官
の
生
活
が
出
来

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
社
の
数
だ
け
神
官
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ

と
、
明
治
五
年
神
官
給
禄
が
定
め
ら
れ
た
時
、
但
し
書
き
に
「
祠
掌
ノ

人
員
ハ
精
々
減
少
致
シ
候
様
可
取
計
事
」
と
あ
る
為
、
県
も
村
社
の
祠

掌
を
余
り
増
や
さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
大
分
県
に
出
さ
れ
て
い
る
祠
官
掌
の
報
給
に
関
す
る
文
書
は
、
祠
官

掌
が
神
社
を
兼
務
し
て
い
る
た
め
報
給
の
分
配
方
法
に
つ
い
て
の
苦
情

が
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
神
官
の
動
き
に
つ
い
て
調
査
し
な
が
ら
感
じ
た
こ
と
は
、
明

治
政
府
は
、
国
民
が
神
社
を
身
近
に
感
じ
る
よ
う
に
仕
向
け
こ
れ
を
利

用
し
て
、
国
民
の
意
思
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

注(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

県
治
概
略
二
四
（
巻
）

慶
応
四
年
四
月
一
一
日
太
政
官
第
二
二
六
号

「
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
」
第
一
巻
総
説
編
七
〇
ぺ
１

ジ明
治
五
年
八
月
八
日
太
政
官
第
二
二
〇
号

大
分
県
立
公
文
書
館
蔵
「
西
寒
多
神
社
諸
達
明
治
八
～
九
年
」

「
西
寒
多
神
社
諸
達
明
治
ハ
～
九
年
」

布
告
大
分
県
編

布
告
大
分
県
編
・
県
治
概
略
二
Ｉ
巻

「
神
社
編
纂
明
治
一
三
年
六
月
～
回
一
月
そ
の
Ｉ
」
　
一
一
〇

ペ
ー
ジ
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(29)(28)(27)(26)(25)(24)(23)(22)(21)(20)(19)(18)(17)(16)(15)(14)(13)(12)(11)(10)

明
治
五
年
二
月
二
五
日
太
政
官
第
五
八
号

明
治
六
年
二
月
二
二
日
太
政
官
第
六
七
号

明
治
六
年
七
月
三
一
日
太
政
官
第
二
七
七
号

県
治
概
略
Ｉ
　
二
二
九
ペ
ー
ジ

「
神
社
一
件
明
治
一
〇
年
そ
の
□
　
五
九
ペ
ー
ジ

「
神
社
一
件
明
治
一
〇
年
そ
の
二
」
　
四
八
四
ペ
ー
ジ

明
治
五
年
二
月
二
五
日
太
政
官
第
五
七
号

明
治
一
二
年
一
一
月
一
一
日
太
政
官
第
四
五
号

大
分
県
統
計
表
明
治
一
一
年
～
一
四
年

明
治
回
一
年
五
月
三
一
日
祠
掌
投
票
□
記
（
個
人
）

「
西
寒
多
神
社
諸
達
明
治
八
年
～
九
年
」

「
浜
脇
町
神
社
明
帳
・
別
府
村
祠
掌
撰
挙
願
」

祠
官
撰
挙
願
（
個
人
）

県
治
概
略
二
三
巻

県
治
概
略
二
〇
巻
・
二
二
巻

丿1
9
大
分
県
統
計
表
明
治
一
一
年
～
一
四
年

ぐ県
治
概
略
六
巻

県
治
概
略
一
四
巻

村
社
祠
掌
の
辞
令
（
個
人
）

県
治
概
略
　
七
六
ペ
ー
ジ

参
考
図
書

　
神
仏
分
離
の
地
方
的
展
開

　
明
治
国
家
と
宗
教

　
明
治
維
新
と
宗
教

　
大
分
県
史
　
近
代
編
一

　
明
治
官
制
辞
典

　
神
々
の
明
治
維
新

村
田
安
穂
著

山
口
輝
臣
著

羽
賀
祥
二
著

朝
倉
治
彦
編

安
丸
良
夫
著

新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
資
料
（
第
一
巻
総
説
編
・
第
一
〇
巻
九
州
・

沖
縄
編
）

大
分
県
地
方
史
第
一
五
六
号
（
大
分
県
に
お
け
る
氏
子
調
の
展
開
と

地
域
社
会
）

大
分
県
地
方
史
第
一
七
二
号
（
大
分
県
中
教
院
の
成
立
と
国
民
教
化

運
動
の
展
開
ｙ

大
分
県
地
方
史
二
冊
共
　
長
野
　
浩
典
氏
の
論
文

（
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
博
物
館
大
学
の
大
津
主
任
研
究
員
、
桜
井
主

任
学
芸
員
、
平
川
学
芸
員
各
氏
の
援
助
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
大
分

県
立
公
文
書
館
の
職
員
の
方
々
の
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
し
ま
す
。
）

一
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